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提
出
議
案
と

審
議
結
果

◎
全
員
賛
成　

○
賛
成
多
数　

・
否
決

全員賛成で可決

条
例
を
制
定
す
る
理
由
及

び
必
要
性
は
。

市
の
債
権
の
種
類
や
内
容

に
応
じ
全
庁
的
な
ル
ー
ル
や
基

準
を
条
例
に
定
め
る
こ
と
な
ど

に
よ
り
、
適
正
な
債
権
管
理
が

行
え
る
。

　

ま
た
、
債
務
者
の
情
報
共
有

を
規
定
す
る
こ
と
で
、
財
産
や

生
活
状
況
に
応
じ
た
徴
収
や
債

権
放
棄
の
手
続
が
取
れ
、
債
務

者
に
寄
り
添
っ
た
対
応
が
図
ら

れ
る
。市

税
等
の
強
制
徴
収
公
債

権
は
、
税
の
滞
納
処
分
の
手
続

に
よ
り
強
制
的
に
徴
収
す
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
裁
判
所
を
通

さ
な
い
と
滞
納
処
分
が
で
き
な

い
非
強
制
徴
収
公
債
権
や
私
債

権
は
、
ど
の
よ
う
に
徴
収
す
る

の
か
。そ

れ
ら
の
債
権
の
徴
収
方

法
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
に
強

制
執
行
の
申
し
立
て
を
行
い
、

裁
判
所
が
財
産
の
差
し
押
さ
え

を
行
う
こ
と
と
な
る
。

債
権
の
放
棄
は
、
市
の
財

産
で
あ
る
債
権
を
失
う
と
い
う

重
要
な
こ
と
だ
が
、
条
例
に
規

定
し
た
趣
旨
は
。

回
収
の
見
込
み
の
な
い
債

権
の
放
棄
で
債
権
管
理
手
続
が

不
要
と
な
り
、
事
務
の
効
率
化

が
図
ら
れ
る
。
ま
た
、
生
活
困

窮
状
態
の
債
務
者
に
と
っ
て

も
、
そ
の
債
務
か
ら
解
放
さ
れ

る
こ
と
で
、
次
の
生
活
再
建
へ

つ
な
げ
る
き
っ
か
け
と
な
る
。

条
例
の
廃
止
理
由
と
今
後

の
対
応
は
。

現
行
の
直
接
貸
付
制
度
か

ら
利
子
補
給
制
度
へ
変
更
す
る

た
め
、
条
例
の
廃
止
を
提
案
し

た
。
利
子
補
給
制
度
へ
の
移
行

を
機
に
対
象
額
を
増
や
す
こ
と

や
、
対
象
者
の
範

囲
を
拡
大
す
る
こ

と
を
考
え
て
い
る
。

制
度
の
内
容
は
教

育
委
員
会
の
要
綱

で
定
め
る
。

対
象
者
の
拡

大
に
つ
い
て
は
。

現
行
の
直
接

貸
し
付
け
で
は
、

生
活
保
護
の
月
額

の
基
準
額
を
仮
算
定
し
、
実
収

入
の
３
倍
を
超
え
な
い
範
囲
で

貸
し
付
け
対
象
と
し
て
い
た
が
、

利
子
補
給
制
度
に
な
る
こ
と
で

６
倍
の
範
囲
ま
で
拡
大
す
る
。

負
担
の
公
平
性
と
未
納
債

負
担
の
公
平
性
と
未
納
債

権
の
解
消
を
目
指
し
て

権
の
解
消
を
目
指
し
て

利
子
補
給
制
度
で

利
子
補
給
制
度
で

進
学
者
を
応
援

進
学
者
を
応
援

債
権
管
理
条
例

債
権
管
理
条
例

入
学
準
備
金
・
奨
学
金
貸
付
条
例

入
学
準
備
金
・
奨
学
金
貸
付
条
例

を
廃
止
す
る
条
例

を
廃
止
す
る
条
例

市
民
負
担
の
公
平
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
未
納
債
権
の
適
正

手
続
に
よ
る
徴
収
と
徴
収
困
難
な
債
権
の
放
棄
等
に
よ
る
適
正

な
処
理
に
よ
り
、
債
権
管
理
の
一
層
の
適
正
化
が
図
ら
れ
ま
す
。

条
例
の
廃
止
後
は
、
日
本
政
策
金
融
公
庫
な
ど
の
返
済
の
利

子
に
対
し
補
給
す
る
制
度
と
な
り
、
対
象
者
が
拡
大
さ
れ
る

予
定
で
す
。

川
越
江
川
復
旧
工
事
に

お
け
る
市
の
負
担
は
ど
の
よ

う
に
決
め
て
い
る
の
か
。 

復
旧
に
当
た
り
工
事
に

か
か
わ
る
測
量
調
査
設
計
業

務
、
応
急
復
旧
工
事
、
本
復

旧
工
事
な
ど
に
要
す
る

経
費
に
つ
い
て
、
施
設

管
理
者
で
あ
る
川
越
市

に
対
す
る
負
担
金
を
支

払
う
。
そ
の
場
合
、
財

源
は
災
害
復
旧
に
か
か

わ
る
地
方
債
を
見
込
ん

で
い
る
。 

川
越
市
と
の
負
担

割
合
は
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
か
。 

川
越
市
と
は
江
川

流
域
都
市
下
水
路
の
復

旧
事
業
の
施
行
に
関
す
る
基

本
協
定
を
締
結
し
、
計
画
排

水
量
に
応
じ
た
割
合
に
よ
っ

て
算
出
し
て
い
る
。

内
水
浸
水
に
よ
る
被
害
を

内
水
浸
水
に
よ
る
被
害
を

止
め
る
た
め
に

止
め
る
た
め
に

子
育
て
支
援
拠
点
の
充
実

子
育
て
支
援
拠
点
の
充
実

で
子
育
て
応
援
の
ま
ち
を

で
子
育
て
応
援
の
ま
ち
を

川
越
江
川
都
市
下
水
路
維
持
管
理
負
担
金

川
越
江
川
都
市
下
水
路
維
持
管
理
負
担
金

    

補
正
額
…
１
億
１
６
７
５
万
８
千
円

補
正
額
…
１
億
１
６
７
５
万
８
千
円

市
立
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
の

市
立
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
の

一
部
改
正

一
部
改
正

台
風
第
21

号
に
よ
り
、
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
元
福

岡
地
区
を
流
れ
る
川
越
江
川
。
川
越
市
と
の
協
議
の

現
状
と
負
担
金
の
あ
り
方
が
議
論
さ
れ
ま
し
た
。

市
の
西
側
地
域
に
、
大
井
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
を
新
設
し
、

相
談
事
業
を
通
じ
て
、
子
育
て
支
援
の
充
実
が
図
ら
れ
ま
す
。

…　

平
成
30
年
度
予
算　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
一
般
会
計

○
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

○
介
護
保
険
特
別
会
計

○
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
特
別
会
計

◎
水
道
事
業
会
計

◎
下
水
道
事
業
会
計

…　

平
成
29
年
度
補
正
予
算　

…
…
…
…
…
…
…
…

◎
一
般
会
計
（
第
８
号
）

◎
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
（
第
３
号
）

◎
介
護
保
険
特
別
会
計
（
第
４
号
）

○
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
特
別
会
計
（
第
２
号
）

…　

条
例
の
制
定　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
地
域
振
興
基
金
条
例

◎
債
権
管
理
条
例

◎
都
市
計
画
基
本
方
針
検
討
委
員
会
条
例

…　

条
例
の
廃
止　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
入
学
準
備
金
・
奨
学
金
貸
付
条
例
を
廃
止
す
る 

 

条
例

…　

条
例
の
一
部
改
正　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

◎
総
合
振
興
計
画
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正

◎
防
災
会
議
条
例
の
一
部
改
正

○
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に 

 

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

◎
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び 

 

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

○
市
長
及
び
副
市
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の 

 

一
部
改
正

◎
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
一
般
職
の
任
期 

 

付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

◎
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正

◎
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正

◎
国
民
健
康
保
険
の
保
険
給
付
費
支
払
基
金
条
例
の 

 

一
部
改
正

◎
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

◎
市
営
土
地
改
良
事
業
経
費
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る 

 

条
例
の
一
部
改
正

◎
重
度
心
身
障
害
児
（
者
）
医
療
費
の
支
給
に
関
す 

 

る
条
例
の
一
部
改
正

◎
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正

◎
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
及
び
指
定
地
域
密
着 

 

型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
関
す
る
基
準
等 

 

を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

◎
市
立
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正

◎
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事 

 
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部 

 

改
正

◎
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正

◎
市
営
住
宅
条
例
及
び
旧
特
定
目
的
借
上
公
共
賃
貸 

 

住
宅
条
例
の
一
部
改
正

◎
水
道
事
業
及
び
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る 

 

条
例
の
一
部
改
正

…　

契
約
の
締
結　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

◎
弓
道
場
建
設
工
事
請
負
契
約
の
締
結

…　

人
事　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

◎
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命

◎
監
査
委
員
の
選
任

◎
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任
（
２
件
）

◎
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を 

 

求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

◎
副
市
長
の
選
任

◎
教
育
長
の
任
命

…　

そ
の
他　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

◎
道
路
線
の
認
定
（
１
件
）

◎
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

◎
埼
玉
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
を
組
織
す
る
地
方 

 

公
共
団
体
の
数
の
減
少
に
つ
い
て

◎
埼
玉
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
の
規
約
変
更
に
つ 

 

い
て

◎
第
２
運
動
公
園
の
指
定
管
理
者
の
指
定

◎
市
長
の
専
決
処
分
事
項
の
指
定
に
つ
い
て
の
一
部 

 

改
正

…　

請
願　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

・
憲
法
９
条
を
守
り
い
か
す
こ
と
を
求
め
る
意
見
書 

 

の
提
出
を
求
め
る
請
願

…　

意
見
書　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

・
火
山
観
測
体
制
の
充
実
を
求
め
る
意
見
書

・
生
活
保
護
基
準
の
引
き
下
げ
に
反
対
す
る 

 

　

意
見
書

・
相
次
ぐ
米
軍
機
の
事
故
等
の
原
因
究
明
と 

 

　

飛
行
中
止
を
求
め
る
意
見
書

・「
森
友
学
園
」
疑
惑
の
徹
底
解
明
を
求
め 

 

　

る
意
見
書

大
井
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー
の
新
設
に
よ
る
政
策
効
果

は
。

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、

昨
年
度
ま
で
上
野
台
・
霞
ケ
丘

の
２
ヵ
所
で
運
営
し
て
き
た
。

今
後
、
大
井
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー
が
設
置
さ
れ
る
と
、
市
の

西
側
地
域
で
も
利
用
者
が
増

え
、
相
談
事
業
を
通
じ
て
、
子

育
て
支
援
の
充
実
が
図
ら
れ
る

と
考
え
る
。

相
談
件
数
な
ど
の
見
込
み

は
。

子
育
て
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ

事
業
で
の
相
談
件
数
は
、
今
年

１
月
末
で
５
５
２
件
、
関
係
機

関
と
の
連
携
件
数
は
99

件
と

な
っ
て
い
る
。
大
井
子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
で
も
、
同
規
模
を

見
込
ん
で
い
る
。

今
後
の
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー
の
増
設
計
画
は
。

子
育
て
支
援
拠
点
の
数
は

充
足
し
て
い
る
と
考
え
て
お
り
、

今
後
は
内
容
を
充
実
し
て
い
き

た
い
。

議 案 審 議����������������������������


